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１ 地方公営企業法第３０条第１項の規定に基づき、管理者は平成１８年度企業局３事業の
経 決算を調製し、平成１９年５月３１日、知事に提出した。

２ 監査委員への概要説明は、７月２６日に行う。
緯

３ 本決算は、監査委員の審査を受けた後、定例県議会の認定に付される。

企業局が経営している、電気、温泉及び地域振興の３事業の決算の概要は、次のとおりで
ある。

１ 電 気 事 業

早川及び笛吹川水系、塩川の１７発電所で、４億３，１７０万８千キロワットアワーの
電力を供給。当期純利益は、５億１,７５０万８千円となった。

、 、 （ 、 ）、なお 主な工事としては 新琴川第三発電所露出水圧管路布設工事 建設費 除却費
野呂川発電所三ツ滝取水口改良工事（改良費、除却費）等を実施した。

内
(1)収益的収支 (2)資本的収支

収 入 3,676,216千円 収 入 223,538千円
支 出 3,158,708千円 支 出 940,884千円
収支差 517,508千円 収支差 △ 717,346千円

２ 温 泉 事 業

県営温泉は、６本の源泉から給湯契約数５５４口に対し９５万６千ｍの給湯を実施。3

当期純利益は、３,６０２万９千円となった。
なお、主な工事としては、配湯管敷設替工事（改良費）等を実施した。

(1)収益的収支 (2)資本的収支
収 入 161,754千円 収 入 0千円
支 出 125,725千円 支 出 18,436千円
収支差 36,029千円 収支差 △ 18,436千円

３ 地域振興事業

平成１６年４月１日から指定管理者制度及び利用料金制を導入。平成１８年度は、遊休
、 、 ，資産の売却や非償却資産の減価償却累計額修正などの特別利益により 当期純利益は ４

容 ８３５万４千円となり、平成４年度以来、１４年ぶりの黒字となった。
また、償還計画に従い、損益勘定留保資金から、長期借入金の償還を行った。
なお、有料施設利用者数は、対前年度比９，２９３人減の２３４,７７８人であった。

(1)収益的収支 (2)資本的収支
収 入 364,577千円 収 入 3,464千円
支 出 316,223千円 支 出 68,725千円
収支差 48,354千円 収支差 △ 65,261千円


